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東
京
大
学
教
授

阿
古
智
子

　

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
チ
ュ
ル
ク
系
の
宗
教
的
少
数
派
に
対
す

る
中
国
政
府
の
弾
圧
に
対
し
て
、
国
際
社
会
が
一
段
と
厳
し
い
目
を

向
け
て
い
る
。
民
族
的
・
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
理
由
に
し

た
恣
意
的
な
拘
束
、
強
制
収
容
施
設
へ
の
収
容
、
拘
禁
さ
れ
た
人
々

に
対
す
る
肉
体
的
・
精
神
的
拷
問
、
性
的
虐
待
、
強
制
労
働
、
強
制
的

な
不
妊
手
術
、
家
族
の
分
離
、
強
制
失
踪
、
文
化
的
迫
害
な
ど
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

今
年
五
月
下
旬
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
公
安
当
局
か
ら
ウ
イ

グ
ル
人
に
対
す
る
非
人
道
的
な
強
制
収
容
に
関
す
る
内
部
資
料
が
流

出
し
た
。「
新
疆
公
安
フ
ァ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
話
題
に
な
っ
た
そ
の

フ
ァ
イ
ル
は
、
収
容
の
理
由
と
し
て
、「
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
典
『
コ
ー

ラ
ン
』
を
学
習
し
た
」「
携
帯
電
話
の
電
源
を
オ
フ
に
し
た
」
な
ど

些
細
な
行
為
を
挙
げ
た
。
収
容
所
内
の
様
子
も
画
像
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
が
、
目
隠
し
さ
れ
た
収
容
者
が
腕
や
足
を
縛
ら
れ
た
ま

ま
施
設
内
を
移
動
し
た
り
、
何
か
を
注
射
を
さ
れ
た
り
し
て
お
り
、

周
囲
を
固
め
る
武
装
し
た
多
数
の
看
守
は
棍
棒
を
持
っ
て
い
る
。

　

中
に
は
、
ジ
ム
で
体
を
鍛
え
た
こ
と
を
理
由
に
一
二
年
も
収
容
さ

れ
た
者
も
い
た
。
外
見
上
「
不
放
心
人
（
不
穏
な
人
物
）」、
国
旗
掲

揚
式
な
ど
地
域
の
会
合
に
欠
席
す
る
、
産
児
抑
制
政
策
に
反
し
て
出

産
、「
敏
感
な
国
家
」
へ
の
渡
航
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
テ
ロ
活

動
を
準
備
し
た
と
い
う
項
目
も
あ
っ
た
が
、
肝
心
の
準
備
の
詳
し
い

中
身
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

米
国
務
省
は
六
月
、
世
界
各
国
の
信
教
の
自
由
の
現
状
を
ま
と
め

た
二
〇
二
一
年
の
報
告
書
を
発
表
し
、
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
に
対
す
る

あ
こ　

と
も
こ　

大
阪
外
語
大
学
卒
、
名
古
屋

大
学
大
学
院
国
際
開
発
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、

香
港
大
学
教
育
学
系
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

二
〇
〇
一
年
在
中
国
日
本
大
使
館
専
門
調
査
員
。

姫
路
獨
協
大
学
、
学
習
院
女
子
大
学
、
早
稲
田
大

学
を
経
て
現
職
。
著
書
に
『
香
港 

あ
な
た
は
ど
こ

へ
向
か
う
の
か
』『
貧
者
を
喰
ら
う
国 

中
国
格
差

社
会
か
ら
の
警
告
』『
勃
興
す
る
「
民
」』
な
ど
。

ウ
イ
グ
ル
問
題
を
め
ぐ
る

人
権
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
外
交

各
国
の
抗
議
に
「
国
内
問
題
」
と
す
る
中
国
。

人
権
状
況
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
る

国
連
人
権
委
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」。

各
国
が
自
国
の
法
制
に
ビ
ル
ト
イ
ン
す
る
こ
と
で
、

人
権
を
守
る
砦
と
な
る
。
実
効
的
な
法
整
備
が
急
務
だ
。
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事
態
を
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
と
明
記
し
た
。
ブ
リ
ン
ケ
ン
国
務
長
官

は
報
告
書
の
発
表
に
合
わ
せ
た
会
見
で
、
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自

治
区
の
状
況
に
つ
い
て
、「
中
国
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
ウ
イ
グ

ル
人
や
そ
の
他
の
宗
教
的
少
数
派
に
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
や
弾
圧
を
続

け
て
い
る
」
と
非
難
し
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ベ

ル
ギ
ー
、チ
ェ
コ
、フ
ラ
ン
ス
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、欧
州
連
合
（
E
U
）

な
ど
、
世
界
各
国
の
議
会
が
米
国
政
府
と
同
様
に
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、

あ
る
い
は
そ
の
深
刻
な
リ
ス
ク
を
認
め
る
決
議
を
採
択
し
て
い
る
。

国
連
が
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
可
能
性
を
指
摘

　

八
月
三
一
日
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
）

が
衛
星
画
像
や
証
言
を
ベ
ー
ス
に
作
成
し
た
約
五
〇
ペ
ー
ジ
の
報
告

書
を
公
表
し
、
中
国
の
ウ
イ
グ
ル
人
に
対
す
る
侵
害
行
為
は
「
人
道

に
対
す
る
罪
を
含
む
、
国
際
犯
罪
の
遂
行
」
に
当
た
る
可
能
性
が
あ

る
と
公
式
に
認
め
、
一
三
項
目
に
及
ぶ
改
善
要
求
を
盛
り
込
ん
だ
。

　
（https://w

w
w

.ohchr.org/sites/default/files/docum
ents/

countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesm
ent.pdf

）　

Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
の
主
な
要
求

・
収
容
所
な
ど
の
施
設
で
恣
意
的
に
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
す
べ
て

の
人
を
解
放
す
る

・
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
国
家
安
全
保
障
、
テ
ロ
対
策
、

少
数
民
族
の
権
利
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
を
全
面
的
に
見
直
し
国
際

人
権
法
へ
の
遵
守
を
確
保
す
る

・
自
治
区
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
人
、
そ
の
他
の
イ
ス
ラ
ム
系
少
数
民

族
に
対
す
る
差
別
的
法
律
、
政
策
、
報
告
書
で
詳
述
し
た
人
権
侵
害

に
つ
な
が
る
こ
と
を
早
急
に
撤
廃
す
る

・
拷
問
、
性
的
暴
力
、
虐
待
、
強
制
医
療
、
強
制
労
働
、
獄
中
死
の

報
告
を
含
む
収
容
所
及
び
そ
の
他
の
施
設
に
お
け
る
人
権
侵
害
の
疑

惑
を
速
や
か
に
調
査
す
る

・
オ
ン
ラ
イ
ン
・
オ
フ
ラ
イ
ン
を
問
わ
ず
監
視
が
合
法
か
つ
必
要
で

あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
な
い
限
り
、
個
人
の
基
本
的
権
利
と
自
由
を

侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る

・
人
権
侵
害
の
被
害
者
に
適
切
な
救
済
と
賠
償
を
提
供
す
る　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　

Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
の
報
告
書
は
こ
れ
ま
で
に
出
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
や
人

権
団
体
の
レ
ポ
ー
ト
と
重
な
る
内
容
が
多
い
が
、
中
国
政
府
が
否
定

し
て
き
た
事
実
の
数
々
を
国
連
機
関
が
認
定
し
た
意
味
は
大
き
い
。

　

報
告
書
は
収
容
所
が
存
在
す
る
証
拠
と
し
て
、
収
容
所
に
言
及
し

た
中
国
政
府
の
文
書
や
運
営
の
た
め
の
官
僚
機
構
、
高
い
壁
、
監
視

塔
、
有
刺
鉄
線
な
ど
を
備
え
た
施
設
の
存
在
を
挙
げ
た
（
衛
生
画
像
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で
確
認
）。
収
容
所
に
は
「
教
育
」
が
必
要
と
さ
れ
た
人
が
送
ら
れ
、

拷
問
や
性
的
虐
待
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

 

『
二
〇
一
九
年
中
国
衛
生
健
康
統
計
年
鑑
』
に
よ
る
と
、
二
〇
一
八

年
の
自
治
区
で
の
不
妊
手
術
の
件
数
は
人
口
一
〇
万
人
当
た
り

二
四
三
件
（
中
国
全
体
は
三
二
・
一
件
）。『
二
〇
二
〇
年
中
国
統
計

年
鑑
』
か
ら
は
、
自
治
区
の
一
〇
〇
〇
人
当
た
り
の
出
生
率
は
一
七

年
の
一
五
・
八
人
か
ら
一
九
年
の
八
・
一
人
へ
と
半
減
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
は
不
妊
手
術
の
強
制
が
あ
っ
た

こ
と
が
疑
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
の
半
数
は
、
厳
格
な

監
視
の
下
で
、
時
折
し
か
親
族
と
の
面
会
や
電
話
を
許
可
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
残
り
の
半
数
は
家
族
と
の
連
絡
も
で
き
ず
、
家
族
は
居

場
所
を
知
ら
な
い
と
い
う
。
外
部
の
人
が
家
族
を
訪
問
す
る
時
に
は

「
う
ま
く
い
っ
て
い
る
」「
勉
強
し
て
い
る
」
と
肯
定
的
に
話
す
よ
う

指
示
さ
れ
、
毎
日
愛
国
の
歌
を
歌
わ
さ
れ
、
顔
に
水
を
か
け
ら
れ
な

が
ら
尋
問
さ
れ
た
者
も
い
た
。
中
国
側
は
強
制
労
働
の
事
実
は
な
く

「
任
意
の
雇
用
契
約
」
だ
と
説
明
す
る
が
、
労
働
に
合
意
し
な
け
れ

ば
収
容
所
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
に
関
わ
る
活
動
へ
の
監
視
も
強
化
し
て
お
り
、
礼
拝

施
設
や
モ
ス
ク
の
取
り
壊
し
、
巡
礼
者
の
旗
に
囲
ま
れ
て
い
た
墓
標

が
更
地
に
さ
れ
る
と
い
っ
た
状
況
が
衛
星
画
像
で
確
認
さ
れ
た
。
中

国
政
府
側
は
老
朽
化
し
た
モ
ス
ク
を
再
建
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。

「
過
激
派
」
の
兆
候
を
捉
え
、
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
人
々
の
デ
ー
タ

を
集
約
す
る
と
し
て
、
警
察
用
ア
プ
リ
が
宗
教
教
材
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
や
海
外
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
監
視
し
て
い
る
。

＊
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
と
は
、「
国
家
あ
る
い
は
民
族
・
人
種
集
団
を
計
画
的

に
破
壊
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
集
団
殺
害
や
大
量
虐
殺
だ
け
を
意
味
し

な
い
。
一
九
四
八
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪

の
防
止
と
処
罰
に
関
す
る
条
約
」（
通
称
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
」）
の

第
二
条
は
、「
国
民
的
、
民
族
的
、
人
種
的
ま
た
は
宗
教
的
な
集
団
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
集
団
そ
れ
自
体
と
し
て
破
壊
す
る
意
図
を
も
っ
て
行

わ
れ
る
次
の
い
ず
れ
か
の
行
為
」
で
あ
る
と
し
、

（1）
集
団
の
構
成
員
を

殺
す
こ
と
、

（2）
集
団
の
構
成
員
に
重
大
な
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
危

害
を
加
え
る
こ
と
、

（3）
全
部
ま
た
は
一
部
の
身
体
的
破
壊
を
も
た
ら
す

よ
う
企
て
ら
れ
た
生
活
条
件
を
故
意
に
集
団
に
課
す
こ
と
、

（4）
集
団
内

の
出
生
を
妨
げ
る
こ
と
を
意
図
す
る
措
置
を
課
す
こ
と
、

（5）
集
団
の
こ

ど
も
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
す
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

中
国
政
府
が
推
進
す
る
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」

　

中
国
の
全
国
人
民
代
表
大
会
は
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
、
反
テ
ロ

リ
ズ
ム
法
を
施
行
し
た
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
「
暴
力
、
破
壊
、
恐
喝
等

の
手
段
を
通
じ
て
社
会
の
恐
慌
を
引
き
起
こ
し
、
公
共
の
安
全
に
危
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害
を
及
ぼ
し
、
若
し
く
は
身
体
・
財
産
を
侵
害
し
、
又
は
国
家
機
関

若
し
く
は
国
際
機
関
を
脅
迫
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
等
の
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
主
張
及
び
行
為
」と
定
義
し
、

封
じ
る
べ
き
テ
ロ
活
動
を
五
項
目
に
分
け
て
列
挙
し
て
い
る
（
第

三
条
）。
①
人
員
の
死
傷
、
重
大
な
財
産
損
失
、
公
共
施
設
の
損
壊
、

社
会
秩
序
の
混
乱
等
の
社
会
に
深
刻
な
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ

す
こ
と
を
意
図
す
る
活
動
を
組
織
し
、
計
画
し
、
実
施
準
備
し
、
及

び
実
施
す
る
こ
と
。
②
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
宣
伝
し
、
テ
ロ
活
動
の
実
施

を
扇
動
し
、又
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
宣
伝
す
る
物
品
を
不
法
に
所
持
し
、

若
し
く
は
公
共
の
場
所
で
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
宣
伝
す
る
服
飾
及
び
標
識

の
着
用
を
他
人
に
強
制
す
る
こ
と
。
③
テ
ロ
活
動
組
織
を
結
成
し
、

指
導
し
、
及
び
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
。
④
テ
ロ
活
動
組
織
、
テ
ロ

リ
ス
ト
及
び
テ
ロ
活
動
又
は
テ
ロ
活
動
訓
練
の
実
施
の
た
め
に
、
情

報
、
資
金
、
物
資
、
労
役
、
技
術
、
場
所
等
の
支
援
、
協
力
及
び
便

宜
を
提
供
す
る
こ
と
。
⑤ 

そ
の
他
の
テ
ロ
活
動
。

　

こ
の
う
ち
、
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
第
五
項
目
の
「
そ
の
他
の

テ
ロ
活
動
」
に
は
、
正
当
な
宗
教
活
動
や
抗
議
活
動
な
ど
、
国
際
人

権
法
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
活
動
ま
で
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

中
国
政
府
は
一
七
年
三
月
に
「
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
脱
過
激
化

条
例
」
を
発
表
し
、
一
五
の
過
激
化
の
主
要
な
特
徴
と
し
て
、
ラ
ジ

オ
や
テ
レ
ビ
の
視
聴
の
拒
否
、
異
常
に
濃
い
ひ
げ
の
蓄
え
、
全
身
を

覆
う
ニ
カ
ブ
や
頭
を
隠
す
ヒ
ジ
ャ
ブ
の
着
用
、
定
時
の
祈
り
、
突
然
の

断
食
や
禁
酒
、
禁
煙
、
宗
教
や
文
化
に
関
わ
る
本
や
文
書
の
所
持
、

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
拒
否
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
外
国
、
特
に

イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
い
国
で
の
就
業
や
留
学
、
あ
る
い
は
国
外
の
人

た
ち
と
の
通
信
や
接
触
も
条
例
違
反
を
疑
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
行
動

は
必
ず
し
も
テ
ロ
や
暴
力
と
結
び
つ
く
と
は
限
ら
ず
、
本
来
、
個
人
の

選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

　

こ
の
条
例
が
自
治
区
内
の
下
級
政
府
に
設
置
を
求
め
る
「
職
業
技

能
教
育
訓
練
セ
ン
タ
ー
」
は
、
中
国
当
局
が
過
激
思
想
の
影
響
を
受

け
た
と
み
な
し
た
人
を
収
容
し
て
再
教
育
を
行
う
。
こ
こ
で
は
ウ
イ

グ
ル
語
が
使
用
で
き
ず
、
社
会
復
帰
の
た
め
と
称
し
て
、
思
想
や
行

動
を
矯
正
さ
れ
る
。

中
国
政
府
の
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
報
告
書
へ
の
反
応

　

Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
報
告
書
に
対
し
て
、
中
国
外
務
省
の
汪
文
斌
副
報
道

局
長
は
記
者
会
見
を
開
き
、「
西
側
諸
国
に
よ
る
捏
造
」
だ
と
述
べ

て
い
る
。（https://w

w
w

.fm
prc.gov.cn/fyrbt_673021/jzhsl_ 

673025/202209/t20220901_10759230.shtm
l

）

 

「
こ
の
い
わ
ゆ
る
評
価
報
告
書
は
、
米
国
と
一
部
の
西
側
諸
国
が
捏

造
し
た
も
の
で
、
完
全
に
違
法
で
無
効
だ
。
報
告
書
は
虚
偽
情
報
の

寄
せ
集
め
で
あ
り
、
中
国
を
支
配
す
る
た
め
に
新
疆
を
利
用
す
る
と
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い
う
欧
米
の
戦
略
に
役
立
つ
政
治
的
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ

は
、
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
と
し
て
の
職
責
を
果
た
さ
ず
、
普
遍
性
、
客
観
性
、

非
選
択
性
、
非
政
治
化
の
原
則
に
重
大
な
違
反
を
し
て
い
る
海
外
の

一
部
の
反
中
国
勢
力
の
政
治
的
陰
謀
に
基
づ
い
て
報
告
書
を
で
っ
ち

上
げ
た
。
違
法
で
信
用
で
き
な
い
報
告
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
『
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
』『
強
制
労
働
』『
宗
教
的
弾
圧
』『
強
制
断
種
』
な
ど
の

新
疆
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
と
西
側
が
捏
造
し
た
世
紀
の
嘘
は
破
綻
し

て
い
る
」。

　

さ
ら
に
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
は
「
持
続
的
な
経
済
発
展
、
社

会
の
調
和
と
安
定
、
人
々
の
生
活
の
継
続
的
な
改
善
、
前
例
の
な

い
文
化
的
繁
栄
、
宗
教
的
調
和
」
を
経
験
し
て
お
り
、「
少
数
民
族
、

宗
教
家
、
出
稼
ぎ
労
働
者
、
教
育
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
卒
業
生
な
ど
、

新
疆
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
が
自
発
的
に
人
権
高
等
弁
務
官
に
手

紙
を
送
り
、
個
人
的
な
経
験
に
基
づ
い
て
新
疆
の
実
際
の
状
況
を
説

明
」し
て
い
る
。「
新
疆
に
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
外
国
の
友
人
た
ち
は
、

自
分
の
目
で
見
た
も
の
は
西
側
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
や
反
中
国
勢
力
が

描
い
て
い
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
」
と
し
、「
正
義
を
支
持

す
る
六
〇
ヵ
国
以
上
が
共
同
で
こ
の
虚
偽
報
告
の
公
表
に
反
対
す
る

人
権
高
等
弁
務
官
へ
の
書
簡
に
署
名
し
た
」
と
強
調
し
た
。

　

中
国
政
府
は
西
側
諸
国
か
ら
価
値
観
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
を

拒
否
し
、
国
連
外
交
の
場
な
ど
で
自
ら
を
正
当
化
し
て
影
響
力
を
行

使
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
今
回
、
国
連
の
機
関
が
中
国
の
内

部
文
書
な
ど
も
根
拠
と
す
る
詳
細
な
報
告
書
を
出
し
、
問
題
を
指
摘

し
た
こ
と
か
ら
、
中
国
政
府
も
苦
し
い
立
ち
位
置
に
追
い
込
ま
れ
て

い
る
。

各
国
で
相
次
ぐ
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
制
化

　

二
〇
一
一
年
に
国
連
人
権
理
事
会
で
採
択
さ
れ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
と

人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
」
は
、
企
業
が
自
社
内
の
み
な
ら
ず
、
事

業
活
動
全
体
、
す
な
わ
ち
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー

ン
全
体
に
つ
い
て
人
権
尊
重
責
任
を
負
い
、
人
権
へ
の
負
の
影
響
を

防
止
・
軽
減
す
る
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
お
よ
び

是
正
措
置
を
求
め
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る
企
業
に
は
こ

の
指
導
原
則
の
遵
守
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
政
府
は
今
年
八
月
、「
指
導
原
則
」
に
お
け
る
企
業
の
人
権

尊
重
責
任
の
促
進
を
目
指
す
「
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お

け
る
人
権
尊
重
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
制
定
し
た
が
、
国
際

的
な
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
内
容
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

　

例
え
ば
「
指
導
原
則
」
は
、
企
業
が
人
権
尊
重
責
任
を
負
う
対
象

の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
直
接
の
取
引
先
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
全
体
と
し
て
い
る
が
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
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「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
等
」「
国
内
外
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
上
」
と
の
表

記
に
と
ど
ま
り
、
二
次
以
降
の
調
達
先
も
含
む
こ
と
を
明
確
に
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に
、「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
対
象
は「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
」（
調
達
サ
イ
ド
）
に
偏
っ
て
お
り
、
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
・

提
供
に
伴
う
人
権
へ
の
負
の
影
響
に
関
す
る
記
載
が
欠
如
し
て
い

る
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
差
別
、
女
性
に
対

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
暴
力
等
）、
監
視
技
術
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
人
権

活
動
家
へ
の
抑
圧
等
）、
Ａ
Ｉ
技
術
（
Ａ
Ｉ
兵
器
等
）、
広
告
（
広
告

表
現
に
よ
る
差
別
）
な
ど
に
関
わ
る
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
・
提

供
に
伴
う
人
権
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
記
載
し
て
い
な
い
。

企
業
が
人
権
尊
重
責
任
を
負
う
べ
き
対
象
に
は
調
達
サ
イ
ド
だ
け
で

な
く
提
供
サ
イ
ド
（
下
流
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が

あ
る
し
、
下
流
に
関
す
る
実
際
の
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス

の
対
応
方
法
に
関
し
て
も
具
体
例
を
掲
載
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

人
権
の
範
囲
も
人
種
差
別
撤
廃
条
約
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
、
子

ど
も
の
権
利
条
約
、
障
害
者
の
権
利
条
約
、
先
住
民
の
権
利
に
関
す

る
国
連
宣
言
な
ど
に
照
ら
し
て
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
企

業
が
実
態
に
即
し
て
人
権
リ
ス
ク
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ

う
な
国
際
人
権
基
準
に
対
す
る
理
解
が
欠
か
せ
な
い
が
、
日
本
企
業

に
お
い
て
は
依
然
、
国
際
人
権
法
が
当
然
の
認
識
と
は
な
っ
て
お
ら

ず
、
啓
蒙
的
な
観
点
か
ら
も
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た

法
制
化
を
実
現
し
た
国
々
、
義
務
的
な
法
制
度
を
検
討
し
て
い
る
Ｅ

Ｕ
と
比
較
す
れ
ば
、
企
業
の
人
権
尊
重
責
任
に
関
し
て
自
主
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
促
す
と
し
て
い
る
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、「
指
導
原

則
」
が
目
指
す
人
権
の
実
現
に
は
限
界
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

制
定
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と

そ
の
実
施
状
況
の
開
示
を
企
業
に
義
務
付
け
る
法
制
化
、
並
び
に
輸

入
規
制
・
輸
出
規
制
等
の
既
存
法
制
に
お
け
る
人
権
保
護
の
観
点
か

ら
の
法
改
正
の
検
討
を
早
急
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
公
共
調
達

な
ど
に
お
い
て
人
権
の
観
点
を
踏
ま
え
た
要
件
を
含
め
る
こ
と
を
検

討
し
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
事
業
等
の
要
件
お
よ
び
手
続
き
に
関
し
「
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
」
の
観
点
か
ら
の
見
直
し
も
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
は
六
月
二
一
日
に
「
ウ
イ
グ
ル
強
制
労
働
防
止
法
（
Ｕ

Ｆ
Ｌ
Ｐ
Ａ
）」
を
施
行
し
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
が
関
与
す
る
製

品
は
強
制
労
働
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
、
輸
入
が
原
則
禁

止
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
委
員
会
は
九
月
一
四
日
、
強
制
労
働
を

通
じ
て
つ
く
ら
れ
た
製
品
の
輸
入
を
禁
止
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

法
案
を
公
表
し
て
い
る
。
欧
米
諸
国
か
ら
日
本
企
業
が
制
裁
を
課
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
、
企
業
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
対
す
る

意
識
を
高
め
、
具
体
的
な
行
動
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、
日
本
政
府

は
全
面
的
に
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
●




